
農 業 ジ ョ ブ 利 用 規 約  

第 1 条 （ 目 的 ）  

こ の「 農 業 ジ ョ ブ 利 用 規 約 」（ 以 下「 本 規 約 」と い い ま す 。）は 、株 式 会 社 Life Lab

（ 以 下 「 当 社 」 と い い ま す 。） が 運 営 す る ウ ェ ブ サ イ ト 「 農 業 ジ ョ ブ 」（ 以 下 「 本 シ

ス テ ム 」と い い ま す 。）を 通 じ て 提 供 さ れ る 求 人 広 告 に 関 す る 全 て の サ ー ビ ス（ 以 下

「 本 サ ー ビ ス 」と い い ま す 。詳 細 は 第 ２ 条 を ご 参 照 く だ さ い 。）に つ い て 、当 社 と 本

サ ー ビ ス を 利 用 す る 者（ 以 下「 お 客 様 」と い い ま す 。）と の 間 の 権 利 義 務 関 係 を 定 め

る も の で す 。  

お 客 様 は 、 本 規 約 に 同 意 の 上 、 本 サ ー ビ ス を ご 利 用 い た だ き ま す 。  

 

第 ２ 条 （ 定 義 ）  

本 規 約 に お い て 使 用 す る 以 下 の 用 語 は 以 下 の 各 号 に 定 め る 意 味 で 使 用 し ま す 。  

1.  「 本 サ ー ビ ス 」：本 シ ス テ ム を 通 じ て 提 供 さ れ る 求 人 広 告 に 関 す る 全 て の サ ー

ビ ス を 言 い 、 以 下 の 各 サ ー ビ ス の 総 称 で す 。  

⑴  「 掲 載 課 金 サ ー ビ ス 」： 求 人 広 告 掲 載 契 約 が 成 立 し た 時 点 で サ ー ビ ス 料 金 の

支 払 義 務 が 発 生 す る 、 掲 載 課 金 型 の 求 人 広 告 掲 載 サ ー ビ ス  

⑵  「 採 用 課 金 サ ー ビ ス 」： お 客 様 が 応 募 者 を 採 用 し た 場 合 に は じ め て 、 サ ー ビ

ス 料 金 の 支 払 義 務 が 発 生 す る 、 採 用 課 金 型 の 求 人 広 告 掲 載 サ ー ビ ス  

⑶ 「 オ プ シ ョ ン サ ー ビ ス 」： そ の 他 前 各 項 の サ ー ビ ス に 付 帯 す る サ ー ビ ス  

2.  「 本 契 約 」：本 規 約 を 契 約 条 件 と し て 当 社 及 び お 客 様 と の 間 で 締 結 さ れ る 本 サ

ー ビ ス 利 用 契 約 を 指 し ま す 。  

3.  「 お 客 様 」：本 サ ー ビ ス の お 客 様 登 録 を し て い る 全 て の 方 及 び 法 人 を 指 し ま す 。 

4.  「 お 客 様 情 報 」： 本 サ ー ビ ス に 登 録 し た お 客 様 の ID 及 び パ ス ワ ー ド を 指 し ま

す 。  

5.  「 通 信 機 器 」：ス マ ー ト フ ォ ン 、タ ブ レ ッ ト 端 末 及 び コ ン ピ ュ ー タ ー 機 器 を 指

し ま す 。  



第 ３ 条 （ 本 サ ー ビ ス の 利 用 申 請 ）  

1.  お 客 様 は 、 本 サ ー ビ ス を 利 用 す る に 先 立 っ て 、 本 規 約 に 同 意 の う え 、 当 社 に

対 し 、 本 サ ー ビ ス の 利 用 申 請 を 行 う も の と し ま す 。  

2.  お 客 様 は 、 登 録 情 報 に 変 更 が あ っ た 場 合 は 、 遅 滞 な く 当 社 所 定 の 手 続 き に よ

り 、 お 客 様 情 報 の 変 更 を 行 う も の と し ま す 。  

3.  当 社 は 、 そ の 判 断 に よ り お 客 様 登 録 を 拒 否 す る 場 合 が あ り ま す 。  

 

第 ４ 条 （ 当 社 か ら の 通 知 ）  

当 社 が お 客 様 に 対 し て 行 う 、 本 サ ー ビ ス に つ い て の 一 切 の 通 知 は 、 原 則 と し て 、

本 シ ス テ ム 上 又 は お 客 様 が 登 録 し た メ ー ル ア ド レ ス 宛 て の 電 子 メ ー ル そ の 他 当 社 が

適 切 と 判 断 す る 方 法 に よ り 行 い ま す 。  

 

第 ５ 条 （ 規 約 の 変 更 ）  

1.  当 社 は 、 以 下 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、 民 法 第 548 条 の 4 の 規

定 に 基 づ き 本 規 約 を 随 時 変 更 で き ま す 。 本 規 約 が 変 更 さ れ た 後 の 本 契 約 は 、

変 更 後 の 本 規 約 が 適 用 さ れ ま す 。  

⑴  本 規 約 の 変 更 が お 客 様 の 一 般 の 利 益 に 適 合 す る と き  

⑵  本 規 約 の 変 更 が 、契 約 を し た 目 的 に 反 せ ず 、か つ 、変 更 の 必 要 性 、変 更 後 の

内 容 の 相 当 性 及 び そ の 内 容 そ の 他 の 変 更 に 係 る 事 情 に 照 ら し て 合 理 的 な も

の で あ る と き  

2.  当 社 は 、本 規 約 の 変 更 を 行 う 場 合 は 、変 更 後 の 本 規 約 の 効 力 発 生 時 期 を 定 め 、

効 力 発 生 時 期 の 2 週 間 前 ま で に 、 変 更 後 の 本 規 約 の 内 容 及 び 効 力 発 生 時 期

を 本 サ ー ビ ス 上 へ の 表 示 そ の 他 当 社 所 定 の 方 法 に よ り お 客 様 に 周 知 し ま す 。 

3.  前 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、前 項 の 本 規 約 の 変 更 の 周 知 後 に お 客 様 が 本 サ ー

ビ ス を 利 用 し た 場 合 又 は 当 社 所 定 の 期 間 内 に お 客 様 が 解 約 の 手 続 を 取 ら な

か っ た 場 合 、 当 該 お 客 様 は 本 規 約 の 変 更 に 同 意 し た も の と し ま す 。  



第 6 条 （ お 客 様 情 報 及 び 通 信 機 器 の 管 理 ）  

1.  お 客 様 は 、本 サ ー ビ ス の 提 供 を 受 け る た め に 必 要 な 機 器 、通 信 手 段 及 び 交 通

手 段 等 の 環 境 を 全 て 自 ら の 費 用 と 責 任 で 備 え ま す 。ま た 、本 サ ー ビ ス の 利 用

に あ た り 必 要 と な る 通 信 費 用 は 、 全 て お 客 様 の 負 担 と し ま す 。  

2.  お 客 様 は 、 自 己 の 責 任 に お い て 、 お 客 様 情 報 を 管 理 及 び 保 管 す る も の と し 、

こ れ を 第 三 者 に 利 用 さ せ 、開 示 し 、又 は 貸 与 、譲 渡 、名 義 変 更 、売 買 、質 入

等 を し て は な ら な い も の と し ま す 。な お 、お 客 様 の ア カ ウ ン ト を 利 用 し た 行

為 に つ い て は 、 当 該 お 客 様 自 身 の 行 為 と み な さ れ ま す 。  

3.  お 客 様 は 、 自 己 の 責 任 に お い て 、 お 客 様 情 報 を 管 理 及 び 保 管 す る も の と し 、

こ れ を 第 三 者 に 利 用 さ せ 、開 示 し 、又 は 貸 与 、譲 渡 、名 義 変 更 、売 買 、質 入

等 を し て は な ら な い も の と し ま す 。  

4.  お 客 様 は 、ア カ ウ ン ト が 盗 用 さ れ た 、第 三 者 に 使 用 さ れ て い る 可 能 性 を 認 識

し た 場 合 に は 、直 ち に そ の 旨 を 当 社 に 対 し て 当 社 所 定 の 方 法 で 通 知 す る と と

も に 、 当 社 か ら の 指 示 に 従 う も の と し ま す 。  

 

第 7 条 （ 本 サ ー ビ ス の 提 供 条 件 ）  

1.  当 社 は 、 メ ン テ ナ ン ス 等 の た め に 、 お 客 様 に 通 知 す る こ と な く 、 本 サ ー ビ

ス を 停 止 又 は 変 更 す る こ と が あ り ま す 。  

2.  当 社 は 、前 項 に 基 づ き 当 社 が 行 っ た 措 置 に よ っ て お 客 様 に 生 じ た 損 害 等 に つ

い て 、一 切 責 任 を 負 い ま せ ん 。ま た 、メ ン テ ナ ン ス や シ ス テ ム 障 害 等 に よ り 、

本 サ ー ビ ス に 関 す る い か な る 情 報 が 消 失 し た 場 合 で あ っ て も 、当 社 は 一 切 責

任 を 負 い か ね ま す 。  

 

第 8 条 （ 本 サ ー ビ ス の 変 更 、 終 了 ）  

1.  当 社 は 、 当 社 が 本 サ ー ビ ス の 提 供 を 廃 止 す べ き と 合 理 的 に 判 断 し た 場 合 、

本 サ ー ビ ス の 提 供 を 廃 止 で き ま す 。  



2.  前 項 の 場 合 、 当 社 に 故 意 又 は 重 過 失 が あ る 場 合 を 除 き 、 当 社 は 一 切 の 責 任

を 負 い ま せ ん 。  

 

第 ９ 条 （ 知 的 財 産 権 等 ）  

1.  お 客 様 が 本 サ ー ビ ス 上 に お い て 投 稿 等 を 行 っ た 場 合 、 著 作 物 性 の 有 無 を 問 わ

ず 、 掲 載 内 容 の 一 部 又 は 全 部 に 関 し 、 発 生 し う る 全 て の 著 作 権 （ 著 作 権 法 第

27 条 及 び 第 28 条 に 定 め る 権 利 を 含 み ま す 。） に つ い て 、 目 的 を 問 わ ず 、 無 償

か つ 無 制 限 に 利 用 で き る 権 利 を 当 社 に 対 し て 許 諾 す る こ と に つ い て 同 意 し ま

す 。  

2.  お 客 様 は 、 方 法 又 は 形 態 の 如 何 を 問 わ ず 、 本 サ ー ビ ス に お い て 提 供 さ れ る 全

て の 情 報 及 び コ ン テ ン ツ （ 以 下 総 称 し て 「 当 社 コ ン テ ン ツ 」 と い い ま す 。） を

著 作 権 法 に 定 め る 、 私 的 使 用 の 範 囲 を 超 え て 複 製 、 転 載 、 公 衆 送 信 、 改 変 そ

の 他 の 利 用 を す る こ と は で き ま せ ん 。  

3.  当 社 コ ン テ ン ツ に 関 す る 著 作 権 、 特 許 権 、 実 用 新 案 権 、 商 標 権 、 意 匠 権 そ の

他 一 切 の 知 的 財 産 権 及 び こ れ ら の 権 利 の 登 録 を 受 け る 権 利 （ 以 下 総 称 し て

「 知 的 財 産 権 」 と い い ま す 。） は 、 当 社 又 は 当 社 が ラ イ セ ン ス を 受 け て い る ラ

イ セ ン サ ー に 帰 属 す る も の と し 、 お 客 様 に は 帰 属 し ま せ ん 。 ま た 、 お 客 様

は 、 知 的 財 産 権 の 存 否 に か か わ ら ず 、 当 社 コ ン テ ン ツ に つ い て 、 複 製 、 配

布 、 転 載 、 転 送 、 公 衆 送 信 、 改 変 、 翻 案 そ の 他 の 二 次 利 用 等 を 行 っ て は な り

ま せ ん 。  

4.  お 客 様 が 本 条 の 規 定 に 違 反 し て 問 題 が 発 生 し た 場 合 、 お 客 様 は 、 自 己 の 費 用

と 責 任 に お い て 当 該 問 題 を 解 決 す る と と も に 、 当 社 に 何 ら の 不 利 益 、 負 担 又

は 損 害 を 与 え な い よ う 適 切 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な り ま せ ん 。  

5.  お 客 様 は 、 著 作 物 と な り う る 掲 載 内 容 の 一 部 に つ い て 、 当 社 並 び に 当 社 よ り

正 当 に 権 利 を 取 得 し た 第 三 者 及 び 当 該 第 三 者 か ら 権 利 を 承 継 し た 者 に 対 し 、

著 作 者 人 格 権 （ 公 表 権 、 氏 名 表 示 権 及 び 同 一 性 保 持 権 を 含 み ま す 。） を 行 使 し



ま せ ん 。  

 

第 1０ 条 （ 当 社 に よ る 利 用 履 歴 の 利 用 ・ 機 密 保 持 ）  

1.  お 客 様 は 、 本 サ ー ビ ス の 提 供 に 関 し て 、 当 社 か ら 開 示 さ れ た 秘 密 情 報 を 第 三

者 に 開 示 又 は 漏 洩 し て は な り ま せ ん 。な お 、秘 密 情 報 と は 、文 書 、電 磁 的 デ ー

タ 、 口 頭 そ の 他 形 式 の 如 何 を 問 わ ず 、 又 は 秘 密 の 表 示 若 し く は 明 示 又 は そ の

範 囲 の 特 定 の 有 無 に か か わ ら ず 、 本 サ ー ビ ス 導 入 に 関 し て 開 示 さ れ た 相 手 方

の 技 術 上 、 営 業 上 又 は 経 営 上 の 情 報 を い い ま す 。  

2.  次 の 各 号 の 情 報 は 、 秘 密 情 報 に 該 当 し な い も の と し ま す 。  

(1)  開 示 を 受 け た 時 、 既 に 所 有 し て い た 情 報  

(2)  開 示 を 受 け た 時 、既 に 公 知 で あ っ た 情 報 又 は そ の 後 自 己 の 責 に 帰 さ な い 事

由 に よ り 公 知 と な っ た 情 報  

(3)  開 示 を 受 け た 後 に 、 第 三 者 か ら 合 法 的 に 取 得 し た 情 報  

(4)  開 示 さ れ た 秘 密 情 報 に よ ら ず 独 自 に 開 発 し た 又 は 創 作 し た 情 報  

(5)  法 令 の 定 め 又 は 裁 判 所 の 命 令 に 基 づ き 開 示 を 要 請 さ れ た 情 報  

3.  お 客 様 は 、本 サ ー ビ ス の 終 了 、本 契 約 の 解 約 そ の 他 の 事 由 に よ り 本 契 約 が 終 了

し た 場 合 、 当 社 の 指 示 に 従 い 秘 密 情 報 を 速 や か に 返 還 又 は 廃 棄 し ま す 。 な お 、

廃 棄 に あ た っ て は 、 秘 密 情 報 を 再 利 用 で き な い 方 法 を と る も の と し ま す 。  

 

第 1１ 条 （ 禁 止 事 項 ）  

1. 当 社 は 、お 客 様 に よ る 本 サ ー ビ ス の 利 用 に 際 し て 、以 下 の 各 号 に 定 め る 行 為 を

禁 止 し ま す 。  

(1)  本 規 約 に 違 反 す る 行 為  

(2)  当 社 、当 社 が ラ イ セ ン ス を 受 け て い る ラ イ セ ン サ ー そ の 他 第 三 者 の 知 的 財

産 権 、特 許 権 、実 用 新 案 権 、意 匠 権 、商 標 権 、著 作 権 、肖 像 権 等 の 財 産 的

又 は 人 格 的 な 権 利 を 侵 害 す る 行 為 又 は こ れ ら を 侵 害 す る お そ れ の あ る 行



為  

(3)  当 社 又 は 第 三 者 に 不 利 益 若 し く は 損 害 を 与 え る 行 為 又 は そ の お そ れ の あ

る 行 為  

(4)  不 当 に 他 人 の 名 誉 や 権 利 、信 用 を 傷 つ け る 行 為 又 は そ の お そ れ の あ る 行 為  

(5)  法 令 又 は 条 例 等 に 違 反 す る 行 為  

(6)  公 序 良 俗 に 反 す る 行 為 若 し く は そ の お そ れ の あ る 行 為 又 は 公 序 良 俗 に 反

す る お そ れ の あ る 情 報 を 他 の お 客 様 又 は 第 三 者 に 提 供 す る 行 為  

(7)  犯 罪 行 為 、犯 罪 行 為 に 結 び つ く 行 為 若 し く は こ れ を 助 ⾧ す る 行 為 又 は そ の

お そ れ の あ る 行 為  

(8)  事 実 に 反 す る 情 報 又 は 事 実 に 反 す る お そ れ の あ る 情 報 を 提 供 す る 行 為  

(9)  当 社 の シ ス テ ム へ の 不 正 ア ク セ ス 、そ れ に 伴 う プ ロ グ ラ ム コ ー ド の 改 ざ ん 、

位 置 情 報 を 故 意 に 虚 偽 、通 信 機 器 の 仕 様 そ の 他 ア プ リ ケ ー シ ョ ン を 利 用 し

て の チ ー ト 行 為 、コ ン ピ ュ ー タ ー ウ ィ ル ス の 頒 布 そ の 他 本 サ ー ビ ス の 正 常

な 運 営 を 妨 げ る 行 為 又 は そ の お そ れ の あ る 行 為  

(10)  マ ク ロ 及 び 操 作 を 自 動 化 す る 機 能 や ツ ー ル 等 を 使 用 す る こ と  

(11)  本 サ ー ビ ス の 信 用 を 損 な う 行 為 又 は そ の お そ れ の あ る 行 為  

(12)  青 少 年 の 心 身 及 び そ の 健 全 な 育 成 に 悪 影 響 を 及 ぼ す お そ れ の あ る 行 為  

(13)  他 の お 客 様 の ア カ ウ ン ト の 使 用 そ の 他 の 方 法 に よ り 、第 三 者 に な り す ま し

て 本 サ ー ビ ス を 利 用 す る 行 為  

(14)  詐 欺 、規 制 薬 物 の 濫 用 、預 貯 金 口 座 及 び 携 帯 電 話 の 違 法 な 売 買 等 の 犯 罪 に

結 び つ く 又 は 結 び つ く お そ れ の あ る 行 為  

(15)  犯 罪 収 益 に 関 す る 行 為 、テ ロ 資 金 供 与 に 関 す る 行 為 又 は そ の 疑 い が あ る 行

為  

(16)  そ の 他 当 社 が 不 適 当 と 判 断 す る 行 為  

2. 当 社 は 、 お 客 様 の 行 為 が 、 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 判 断 し た 場 合 、

事 前 に 通 知 す る こ と な く 、 以 下 の 各 号 の い ず れ か 又 は 全 て の 措 置 を 講 じ る こ



と が で き ま す 。  

(1)  本 サ ー ビ ス の 利 用 制 限  

(2)  本 契 約 の 解 除 に よ る 退 会 処 分  

(3)  そ の 他 当 社 が 必 要 と 合 理 的 に 判 断 す る 行 為  

 

第 1２ 条 （ 禁 止 事 項 ）  

1. 当 社 は 、お 客 様 が 以 下 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 し た 場 合 、何 ら の 通 知 等 を 要 す

る こ と な く 、 本 契 約 を 解 除 し 、 退 会 さ せ る こ と が で き ま す 。  

(1)  登 録 情 報 に 虚 偽 の 情 報 が 含 ま れ て い る 場 合  

(2)  過 去 に 当 社 か ら 退 会 処 分 を 受 け て い た 場 合  

(3)  お 客 様 の 相 続 人 等 か ら お 客 様 が 死 亡 し た 旨 の 連 絡 が あ っ た 場 合 又 は 当 社

が お 客 様 の 死 亡 の 事 実 を 確 認 で き た 場 合  

(4)  未 成 年 が 法 定 代 理 人 の 同 意 な く 、 本 サ ー ビ ス を 利 用 し た 場 合  

(5)  成 年 被 後 見 人 、被 保 佐 人 又 は 被 補 助 人 が 、成 年 後 見 人 、保 佐 人 又 は 補 助 人

等 の 同 意 な く 、 本 サ ー ビ ス を 利 用 し た 場 合  

(6)  当 社 か ら の 要 請 に 対 し 誠 実 に 対 応 し な い 場 合  

(7)  そ の 他 当 社 が 不 適 当 と 判 断 し た 場 合  

2. 前 項 各 号 に 定 め る 場 合 の ほ か 、 当 社 は 、 お 客 様 に 対 し て 30 日 前 ま で に 事 前 に

通 知 す る こ と に よ り 、本 契 約 を 解 除 す る こ と が で き ま す 。ま た 、お 客 様 が 契 約

解 除 を 希 望 す る 場 合 、当 社 が 定 め る 手 続 き に よ り 、当 月 末 日 を も っ て 本 契 約 を

解 除 す る こ と が で き ま す 。  

3. 第 1 項 及 び 第 2 項 の 措 置 に よ り 契 約 を 解 除 し た お 客 様 は 、 解 除 時 に 期 限 の 利

益 を 喪 失 し 、 直 ち に 、 当 社 に 対 し 負 担 す る 全 て の 債 務 を 履 行 し ま す 。  

 

第 1３ 条 （ 非 保 証 ・ 免 責 ）  

1. 当 社 は 、 本 サ ー ビ ス の 内 容 に つ い て 、 そ の 正 確 性 、 最 新 性 、 有 用 性 、 信 頼 性 、



適 法 性 、特 定 目 的 へ の 適 合 性 、第 三 者 の 権 利 を 侵 害 し て い な い こ と に つ い て 一

切 の 保 証 を し ま せ ん 。  

2. お 客 様 が 本 サ ー ビ ス を 利 用 す る に あ た り 、 本 サ ー ビ ス か ら 本 サ ー ビ ス に 関 わ

る 第 三 者 が 運 営 す る 他 の サ ー ビ ス （ 以 下 「 外 部 サ ー ビ ス 」 と い い ま す 。） に 遷

移 す る 場 合 が あ り ま す 。そ の 場 合 、お 客 様 は 、自 ら の 責 任 と 負 担 で 外 部 サ ー ビ

ス の 利 用 規 約 等 に 同 意 の 上 、本 サ ー ビ ス 及 び 外 部 サ ー ビ ス を 利 用 し ま す 。な お 、

外 部 サ ー ビ ス の 内 容 に つ い て 、そ の 完 全 性 、正 確 性 及 び 有 効 性 等 に つ い て 、当

社 は 一 切 の 保 証 を し ま せ ん 。  

3. お 客 様 が 登 録 情 報 の 変 更 を 行 わ な か っ た こ と に よ り 損 害 を 被 っ た 場 合 で も 、

当 社 は 一 切 の 責 任 を 負 い ま せ ん 。  

4. お 客 様 は 、法 令 の 範 囲 内 で 本 サ ー ビ ス を ご 利 用 く だ さ い 。本 サ ー ビ ス の 利 用 に

関 連 し て お 客 様 が 日 本 又 は 外 国 の 法 令 に 触 れ た 場 合 で も 、 当 社 は 一 切 の 責 任

を 負 い ま せ ん 。  

5. 当 社 は 、本 サ ー ビ ス に 中 断 、中 止 そ の 他 の 障 害 が 生 じ な い こ と を 保 証 し ま せ ん 。

ま た 、当 社 は 、メ ン テ ナ ン ス 等 の た め に 、お 客 様 に 通 知 す る こ と な く 、本 サ ー

ビ ス を 停 止 又 は 変 更 す る こ と が あ り ま す が 、 こ の 場 合 に お い て も 当 社 は 一 切

の 責 任 を 負 い ま せ ん 。  

6. 予 期 し な い 不 正 ア ク セ ス 等 の 行 為 に よ っ て お 客 様 情 報 を 盗 取 さ れ た 場 合 で も 、

そ れ に よ っ て 生 じ る お 客 様 の 損 害 等 に 対 し て 、 当 社 は 一 切 の 責 任 を 負 い ま せ

ん 。  

7. 当 社 は 、天 災 、地 変 、火 災 、ス ト ラ イ キ 、通 商 停 止 、戦 争 、内 乱 、感 染 症 の 流

行 そ の 他 の 不 可 抗 力 に よ り 本 契 約 の 全 部 又 は 一 部 に 不 履 行 が 発 生 し た 場 合 、

一 切 の 責 任 を 負 い ま せ ん 。  

8. 本 サ ー ビ ス の 利 用 に 関 し 、お 客 様 が 他 の お 客 様 と の 間 で ト ラ ブ ル（ 本 サ ー ビ ス

内 外 を 問 い ま せ ん 。） に な っ た 場 合 で も 、 当 社 は 一 切 の 責 任 を 負 わ ず 、 こ れ ら

の ト ラ ブ ル は 、 当 該 お 客 様 が 自 ら の 費 用 と 負 担 に お い て 解 決 し ま す 。  



第 1４ 条 （ 損 害 賠 償 責 任 ）  

1.  お 客 様 は 、 本 規 約 の 違 反 又 は 本 サ ー ビ ス の 利 用 に 関 連 し て 当 社 に 損 害 を 与 え

た 場 合 、 当 社 に 発 生 し た 損 害 （ 逸 失 利 益 及 び 弁 護 士 費 用 を 含 み ま す 。） を 賠 償

し ま す 。  

2.  当 社 に 故 意 又 は 重 過 失 の な い 限 り 、 本 サ ー ビ ス に 関 連 し て 当 該 お 客 様 が 被 っ

た 損 害 に つ き 当 社 は 一 切 の 責 任 を 負 い ま せ ん 。な お 、当 社 が 損 害 を 賠 償 す る 場

合 は 、 損 害 発 生 日 か ら 直 近 1 年 間 の 利 用 料 金 の 累 積 総 額 を 上 限 と し ま す 。  

 

第 １ ５ 条 （ 反 社 会 的 勢 力 の 排 除 ）  

1. お 客 様 は 、現 在 、暴 力 団 、暴 力 団 員 、暴 力 団 員 で な く な っ た 時 か ら 5 年 を 経 過

し な い 者 、暴 力 団 準 構 成 員 、暴 力 団 関 係 企 業 、総 会 屋 等 、社 会 運 動 等 標 ぼ う ゴ

ロ 又 は 特 殊 知 能 暴 力 集 団 等 、そ の 他 こ れ ら に 準 ず る 者（ 以 下「 暴 力 団 員 等 」と

い い ま す 。） に 該 当 し な い こ と 、 及 び 次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 し な い こ と を

表 明 し 、 か つ 将 来 に わ た っ て も 該 当 し な い こ と を 保 証 し ま す 。  

(1)  暴 力 団 員 等 が 経 営 を 支 配 し て い る と 認 め ら れ る 関 係 を 有 す る こ と  

(2)  暴 力 団 員 等 が 経 営 に 実 質 的 に 関 与 し て い る と 認 め ら れ る 関 係 を 有 す る こ

と  

(3)  自 己 、自 社 若 し く は 第 三 者 の 不 正 の 利 益 を 図 る 目 的 又 は 第 三 者 に 損 害 を 加

え る 目 的 を も っ て す る 等 、不 当 に 暴 力 団 員 等 を 利 用 し て い る と 認 め ら れ る

関 係 を 有 す る こ と  

(4)  暴 力 団 員 等 に 対 し て 資 金 等 を 提 供 し 、又 は 便 宜 を 供 与 す る 等 の 関 与 を し て

い る と 認 め ら れ る 関 係 を 有 す る こ と  

(5)  役 員 又 は 経 営 に 実 質 的 に 関 与 し て い る 者 が 暴 力 団 員 等 と 社 会 的 に 非 難 さ

れ る べ き 関 係 を 有 す る こ と  

2. お 客 様 は 、 自 ら 又 は 第 三 者 を 利 用 し て 次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る 行 為 を

行 わ な い こ と を 確 約 し ま す 。  



(1)  暴 力 的 な 要 求 行 為  

(2)  法 的 な 責 任 を 超 え た 不 当 な 要 求 行 為  

(3)  取 引 に 関 し て 、 脅 迫 的 な 言 動 を し 、 又 は 暴 力 を 用 い る 行 為  

(4)  風 説 を 流 布 し 、偽 計 を 用 い 又 は 威 力 を 用 い て 相 手 方 の 信 用 を 毀 損 し 、又 は

相 手 方 の 業 務 を 妨 害 す る 行 為  

(5)  そ の 他 前 各 号 に 準 ず る 行 為  

3. 当 社 は 、お 客 様 が 、暴 力 団 員 等 若 し く は 第 1 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 し 、若 し

く は 前 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 行 為 を し 、 又 は 第 1 項 の 規 定 に も と づ く

表 明・保 証 に 関 し て 虚 偽 の 申 告 を し た こ と が 判 明 し た 場 合 に は 、自 己 の 責 に 帰

す べ き 事 由 の 有 無 を 問 わ ず 、 お 客 様 に 対 し て 何 ら の 催 告 を す る こ と な く 本 契

約 を 解 除 す る こ と が で き ま す 。  

4. 当 社 は 、前 項 に よ り 本 契 約 を 解 除 し た 場 合 に は 、こ れ に よ り お 客 様 に 損 害 が 生

じ た と し て も こ れ を 一 切 賠 償 す る 責 任 は な い こ と を 確 認 し 、 お 客 様 は こ れ を

了 承 し ま す 。  

 

第 １ ６ 条 （ 地 位 の 譲 渡 等 ）  

お 客 様 及 び 当 社 は 、 相 手 方 の 書 面 に よ る 事 前 の 承 諾 な く 、 本 契 約 上 の 地 位 又 は 本

規 約 に 基 づ く 権 利 若 し く は 義 務 の 全 部 又 は 一 部 に つ き 、第 三 者 に 対 し 、譲 渡 、移 転 、

担 保 設 定 、 そ の 他 の 処 分 を す る こ と は で き ま せ ん 。 但 し 、 株 式 譲 渡 若 し く は 事 業 譲

渡 又 は 合 併 、 会 社 分 割 そ の 他 の 組 織 再 編 に つ い て は こ の 限 り で は あ り ま せ ん 。  

 

第 １ ７ 条 （ 個 人 情 報 の 取 り 扱 い ）  

本 サ ー ビ ス に お け る 個 人 情 報 の 取 り 扱 い に 関 し て は 、 当 社 が 定 め る 「 プ ラ イ バ シ

ー ポ リ シ ー 」 に 基 づ き 取 り 扱 い ま す 。  

 

 



第 １ ８ 条 （ 分 離 可 能 性 ）  

本 規 約 の い ず れ か の 条 項 の 全 部 又 は 一 部 が 無 効 又 は 違 法 と な っ た 場 合 で も 、 当 該

無 効 又 は 違 法 は 、 い か な る 意 味 に お い て も 本 規 約 の 他 の 条 項 並 び に そ の 解 釈 及 び 適

用 に 何 ら 影 響 せ ず 、 こ れ ら の 適 法 性 及 び 有 効 性 を 損 な わ ず 、 ま た こ れ ら を 無 効 に す

る も の で は あ り ま せ ん 。  

 

第 １ ９ 条 （ 本 契 約 の 有 効 期 間 ）  

本 契 約 の 有 効 期 間 は 、 本 契 約 成 立 時 か ら お 客 様 が 退 会 す る ま で の 間 と し ま す 。 な

お 、 第 ９ 条 （ 知 的 財 産 権 等 ）、 第 １ ３ 条 （ 非 保 証 ・ 免 責 ） か ら 第 １ ９ 条 （ 本 契 約 の

有 効 期 間 ） 及 び 第 2０ 条 （ 準 拠 法 及 び 管 轄 裁 判 所 ） の 規 定 は 、 本 契 約 の 終 了 後 も 有

効 に 存 続 す る も の と し ま す 。  

 

第 ２ ０ 条 （ 準 拠 法 及 び 管 轄 裁 判 所 ）  

本 サ ー ビ ス に 関 す る 一 切 に つ い て は 日 本 法 に 準 拠 し て 解 釈 さ れ る も の と し 、 本 規

約 に 起 因 し 又 は 関 連 す る 一 切 の 紛 争 に つ い て は ､東 京 簡 易 裁 判 所 又 は 東 京 地 方 裁 判

所 を 第 一 審 の 専 属 的 合 意 管 轄 裁 判 所 と し ま す 。  

 

 

2022 年 11 月 7 日 ： 制 定 ・ 施 行  

 

 

 



農業ジョブ利用細則 

第 1 条（個別契約の成立） 

1. お客様が株式会社 Life Lab（以下「当社」といいます。）が運営するウェブ

サイト「農業ジョブ」（以下「本システム」といいます。）上で提供する各サ

ービスの申込みを行い、当社がかかる申込みを受領し、その内容に対する承

諾の意思表示を発信した時点で、当社とお客様との間に個別の契約（以下「本

契約」といいます。）が成立します。 

2. 当社が本システム上で提供するのは掲載課金サービス、採用課金サービス、

オプションサービスとなります。 

 

第２条（掲載課金サービス） 

1. 掲載課金サービスとはお客様が当社に対し、求人広告掲載に係る業務を委託

し、本システムに求人広告を掲載するサービスをいいます。 

2. お客様は当社所定の方法に従い、広告コンテンツをご提供いただきます。ご

提供いただいた広告コンテンツを当社で審査後、当社は当該広告コンテンツ

を本システムに掲載します。 

3. お客様は、求人広告の掲載 1 回につき、その対価として、当社に対し、当社

所定の料金及びこれに対する消費税相当額を支払うものとします。この場合

の利用料金は、申込書を受理した時点で請求権が発生し、求人広告の掲載開

始時に請求書を発行するものとします。掲載開始後に、お客様に生じた利用

料金の支払いが免除されることや、支払われた利用料金が返還されることは

ありません。 

4. 本細則にいう「掲載」とは本システム上で求人広告が「掲載開始日」当日以

降で 1 度でも「掲載中」になることをいいます。なお、掲載期間が設定され

ていない場合は「掲載中」になることをいいます。 

5. 本サービスは、お客様が次の料率によるキャンセル料を支払うことにより中



途解約できるものとします。 

①  当社がお客様に対して求人掲載原稿の申込書を受理した後に解約を行う

場合：料金の 50％相当額 

②  当社がお客様に対して求人掲載見本原稿を提出した後に解約を行う場

合：料金の 70％相当額 

③  当社がお客様の求人掲載原稿を校了した後に解約を行う場合：料金の

100％相当額 

6. 中途解約について、別途締結する契約等に別段の定めがある場合は、その定

めが優先的に適用されるものとします。 

 

第３条（採用課金サービス） 

1. 採用課金サービスとはお客様が雇用契約等の締結を希望する人材を本シス

テム上で募集し、本システムを通じて、人材を採用するサービスをいいます。 

2. お客様は本システムを通じて募集した人材の採否報告を遅滞なく行うもの

とします。また、雇用契約等を締結した場合には、速やかに当社に採用した

こと及び雇用契約等の内容を伝えるものとします。 

3. お客様が、本サービスを通じて、人材の採用を決定し、現実に出社し勤務を

開始した日から起算して正社員は 15 日経過後、パート・アルバイトは 8 日

経過後、それぞれ自己都合（死亡、病気、甲の責めに帰すべき事由を除く）

による退職をしていない場合、お客様は当社に当社所定の料金及び消費税相

当額を支払うものとします。 

4. 採用課金サービスは求人掲載が公開となった時点でシステム利用料が発生

いたします。こちらは掲載している期間中は常に発生し、解約月においても

日割り計算はしないものとします。 

 

 



第４条（オプションサービス） 

1. オプションサービスとは、お客様が当社に対し、掲載を行う求人広告の露出、

内容充実を行うサービスをいいます。 

2. 当社がオプションサービスの申込みを受理し、その内容に対する承諾の意思

表示を行った時点で、当社とのオプションサービス利用契約が成立します。 

3. この場合の利用料金はオプションサービスの適用時に発生し、適用開始後に、

お客様に生じた利用料金の支払いが免除されることや、支払われた利用料金

が返還されることはございません。 

 

第５条（遅延損害金） 

お客様が当社各サービスで定められる料金の支払いを遅延した場合には、年 3％

の割合による遅延損害金をご負担いただきます。 

 

第６条（苦情に対する処理） 

お客様が求職者らとの間で紛争になり、または苦情の申し出を受けたときはお客

様において自主的に解決していただき当社は何らの責任を負いません。 

 

第 7 条（お祝い金制度） 

本システムを経由してお祝い金制度を利用した採用課金サービスにて採用が決定

した求職者には、正社員・契約社員の場合、採用者が勤務を開始した日から 15 日経

過後、その他の雇用形態の場合、採用者が勤務を開始した日から 8 日経過後退職し

ていない場合、お祝い金が支給されます。お祝い金は、正社員１名あたり５、００

０円、アルバイト１名あたり３，０００円、オプションにて増額される場合はその

金額となります。なお、お祝い金はお客様から直接求職者にお支払いいただきます。 

 

 



第８条（広告審査） 

1. 当社は、お客様から提供された求人広告を審査し、当社の広告掲載基準、又は

法令その他の規則に反し、又はそのおそれがあると判断した場合、お客様に対

し、求人広告の掲載の取り止め、修正を求めることができるものとします。 

2. 当社は、求人広告の掲載を開始した後も、当社の広告掲載基準、又は法令その

他の規則に反し、又はそのおそれがあると判断した場合、求人広告の掲載中止、

お客様への修正依頼その他の当社が適当と判断する措置を採ることができる

ものとします。 

3. お客様は、本条に基づき求人広告の掲載開始が遅延し、掲載が中止され、又は

当社が適当と判断する措置を採られたとしても、契約金額全額を支払う義務

を負います。 

 

第９条（本広告の内容の保証） 

お客様は、求人広告の内容が法令その他の規則に違反せず、第三者の著作権、産

業財産権（特許権、実用新案権、意匠権及び商標権をいう。）その他の一切の権利を

侵害していないことを保証します。 

 

第１０条（個人情報の取扱い） 

1. お客様及び当社は、相手方から個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成

15 年 5 月 30 日法律第 57 号）第２条第１項に定めるものをいう。以下同じ。）

の開示を受けた場合には、本契約の目的の範囲において個人情報を取扱い、本

契約の目的以外にこれを取扱ってはならない。 

2. 受領当事者は、開示当事者から個人情報の開示を受けた場合には、直ちに個人

情報の取得、移送、利用、保管及び廃棄を行う担当者及び責任者を選任します。 

3. 受領当事者は、個人情報に関する法令及びガイドラインを遵守する。 

 



第１１条（契約の解除） 

お客様が次の各号に一つでも該当する場合、当社は本契約の全部若しくは一部を

解除し、又はお客様の本サービスの全部又は一部の利用を禁止することができるも

のとします。 

1. 利用規約及び利用細則の各条項のいずれかに違反した場合 

2. 掲載された求人広告と業務の実態が異なり、これによって第三者から苦情を

申し立てられた場合、又はそのおそれがある場合 

3. 破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始の申立

てを受け、若しくは自ら申し立てた場合、事実上倒産した場合、又は資力に

疑義が生じたと当社が判断した場合 

4. 反社会的勢力等である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、

運営若しくは経営に協力若しくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの

交流若しくは関与を行っていると当社が判断した場合 

5. その他、本サービスを当該お客様に提供し難い事由が発生したと当社が判断

した場合 

 

第１２条（協議） 

本細則に定めのない事項が生じたとき、または本細則各条項の解釈について疑義

が生じたときは、当社とお客様は誠意をもって協議し、これを解決するものとしま

す。 


